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【申込み・問合せ先】四国中央市 生活福祉課 障がい福祉係
ＴＥＬ：0896-28-6023　 ＦＡＸ：0896-28-6172
	令和８年度 四国中央市要約筆記者養成講座 受講申込用紙（パソコン要約筆記）

	EQ \* jc2 \* "Font:HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(し),氏)　　　　EQ \* jc2 \* "Font:HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(めい),名)
	

	住　　　　所
	

	職　　　　業
	
	生年月日
	

	ＴＥＬ（携帯）
	
	Ｆ　Ａ　Ｘ
	

	ＰＣﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	

	携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	

	テキスト上下巻２冊セット（\4,500-）
	（　　　）申し込む・・・こちらで取りまとめて注文します。
　　　　　　　　　　　　返品できません。
（　　　）不要　　・・・個人でご準備いただく必要があります。


(裏面に募集要項があります。)
令和８年度 四国中央市要約筆記者養成講座 受講者募集要項（パソコン要約筆記）
	　聴覚障がい者のコミュニケーション方法といえば、まず「手話」を思い浮かべますが、人生の途中で失聴した中途失聴者や高齢などによる難聴者は手話ができない人がほとんどです。聴覚障がい者のうち、８０パーセント以上の人は、文字情報に頼らざるをえません。

そんな聴覚障がい者に、話の内容を伝える方法に「要約筆記」があります。要約筆記では、話の内容をその場で要約して、書いたり、パソコンで打ったりして聴覚障がい者に伝えます。

四国中央市には「要約筆記者派遣制度」があり、講演会などでは、話の内容をパソコンやプロジェクタを使ってスクリーンに投影し、また、病院や公共機関などいろんな場面で、相手の話を要約して書いて伝え、聴覚障がい者のコミュニケーションの支援を行っています。

その要約筆記者派遣制度を担う要約筆記者を養成する講座をこのたび開講いたします。講座では、聴覚障がいや話しことばの要約についてなどの基礎知識のほか、パソコンで要約筆記をするためのソフトの習得、聴覚障がい者の権利を守るために必要な福祉の知識等を学習します。　


１．受講資格（下記条件を満たす方）
　　　①要約筆記、要約筆記活動及び聴覚障がい者支援に関心のある方
②パソコンの文字入力が可能な方
　　　③市内在住または市内に通勤・通学されている方
２．開催日時・期間 
　　　○令和８年４月８日～令和９年３月３日　[全４２回]
　　　○毎週水曜日 １９：００～２１：００
３．場　所 　　福祉会館　１階　ボランティア室　＜四国中央市三島宮川4丁目6番55号＞
４．定員数 　　２０名程度
５．受講料 　　無　料　
　　　　　　　　 ○但し、テキスト代等は自己負担となります。
　　　　　　　　（その他必要に応じて実費が必要となることもあります。）
６．講　師 　　原田　佳代　氏　（NPOﾌｧｲﾝｻﾎﾟｰﾄ・ﾊﾟﾋﾟｴ理事長）　他
７．備　考 　　○ノートPCをご持参ください。
　（修了された方は、２月末に行われる全国統一要約筆記者認定試験を受験することが可能です。）
８．締切日 　　令和８年３月30日（月）
９．問合せ・申込先 
四国中央市生活福祉課　ＴＥＬ：0896－28－6023　 ＦＡＸ：0896－28－6172
e₋mail：haken1@city.shikokuchuo.ehime.jp
（※受講希望者は申込用紙を持参またはＴＥＬ、ＦＡＸ、e₋mailにて必要事項をお伝えください。）

